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(57)【要約】
　ある期間の間、電力供給網（２）の停電確率を求める
方法であって、データ処理装置のプロセッサによって実
行される、上記期間を数個の時間間隔に分割するステッ
プと、上記期間の間、発電施設（４）の発電能力とエネ
ルギー貯蔵装置（８）のエネルギー貯蔵装置サイズとを
求めるステップと、時間間隔毎の負荷ユニット（６）の
負荷ユニット需要から時間間隔毎の有効負荷ユニット需
要を求めるステップと、発電能力、エネルギー貯蔵装置
サイズ、及び、有効負荷ユニット需要を含むグリッド・
パラメータを用いて停電確率を算出するステップであっ
て、グリッド・パラメータの最大値が上記期間の全ての
時間間隔に関して最適化される上記ステップと、を含む
上記方法。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ある期間の間、発電施設（４）とエネルギー貯蔵装置（８）とを使用して少なくとも１
つの負荷ユニット（６）に電力を分配する、特にスマート・グリッドである電力供給網（
２）の停電確率を求める方法であって、該方法は、データ処理装置（１０）のプロセッサ
（１２）によって実行される、
　前記期間を数個の時間間隔に分割するステップ（２０）と、
　前記期間の間、前記発電施設（４）の発電能力と、前記エネルギー貯蔵装置（８）のエ
ネルギー貯蔵装置サイズとを求めるステップ（２２）と、
　時間間隔毎の前記負荷ユニット（６）の負荷ユニット需要から、それぞれ、時間間隔毎
の有効負荷ユニット需要を求めるステップであって、時間間隔毎の前記負荷ユニット需要
は、データベースから読み出されるか、又は、電力メータを読み取ることによって得られ
、前記有効負荷ユニットは前記負荷ユニット（６）のピーク需要と平均需要との間にある
値を取る、前記ステップと、
　前記発電能力、前記エネルギー貯蔵装置サイズ、及び、前記有効負荷ユニット需要を含
むグリッド・パラメータを用いて前記停電確率を算出するステップ（２４）であって、前
記グリッド・パラメータの最大値が前記期間の全ての時間間隔について最適化される、前
記ステップと、
を含む前記方法。
【請求項２】
　前記負荷ユニット需要は、時間間隔毎にいくつかの負荷ユニット需要配分を含んでおり
、前記有効負荷ユニット需要を求めるステップは、各々の負荷ユニット需要配分から、時
間間隔毎の有効負荷ユニット需要配分を求めることを含み、時間間隔毎の前記負荷ユニッ
ト需要配分が前記データベースから読み出され、前記いくつかの負荷ユニット需要配分を
集約した多重パラメータが求められ、前記グリッド・パラメータは、前記多重パラメータ
を含み、かつ、前記グリッド・パラメータの最小値が、前記データ処理装置の前記プロセ
ッサによって前記多重パラメータについて更に最適化されることを特徴とする、請求項１
に記載の方法。
【請求項３】
　前記負荷ユニット需要配分は確率的な配分であることを特徴とする、請求項２に記載の
方法。
【請求項４】
　前記負荷ユニット需要配分が所定の電力使用プロファイルとして提供されることを特徴
とする、請求項２または３に記載の方法。
【請求項５】
　前記電力使用プロファイルは、毎日、毎週、毎月又は毎年の電力使用に関するものであ
ることを特徴とする、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記負荷ユニット需要配分が、メータによってリアルタイムに測定されて前記データベ
ースに提供される測定値として提供されることを特徴とする、請求項２または３に記載の
方法。
【請求項７】
　前記測定値は、各々の負荷ユニットにおいて、又は、エネルギー貯蔵装置において測定
されることを特徴とする、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　特にスマート・グリッドである電力供給網（２）の発電能力を適応化する方法であって
、
　ａ）前記発電能力、エネルギー貯蔵装置サイズ、及び、負荷ユニット需要を求めるステ
ップであって、前記発電能力、及び／又は、前記エネルギー装置サイズ、及び／又は、前
記負荷ユニット需要は、データベースから読み出されるか、又は、電力メータを読み取る
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ことによって得られる、前記ステップと、
　ｂ）請求項１から７のいずれか１項に記載の方法に従って、データ処理装置のプロセッ
サによって、前記発電能力、前記エネルギー貯蔵装置サイズ、及び、前記負荷ユニット需
要に依存して、停電確率を算出するステップと、
　ｃ）前記停電確率を目標信頼性閾値と比較するステップと、
　ｄ）前記停電確率が前記目標信頼性閾値よりも小さい場合、前記発電能力を調節するス
テップと、
　ｅ）請求項１から７のいずれか１項に記載の方法に従って、前記データ処理装置の前記
プロセッサによって、前記調節された発電能力、前記エネルギー貯蔵装置サイズ、及び、
前記負荷ユニット需要に依存して、新たな停電確率を算出するステップと、
　ｆ）前記新たな停電確率を前記目標信頼性閾値と比較するステップと、
　ｇ）前記新たな停電確率が前記目標信頼性閾値以上になるまで、前記ステップｄ）から
ｆ）を繰り返すステップと、
を含む前記方法。
【請求項９】
　発電施設（４）と負荷ユニット（６）とを含む、特にスマート・グリッドである電力供
給網（２）のためのエネルギー貯蔵装置サイズを求める方法であって、
　ａ）発電能力と負荷ユニット需要とを求めるステップであって、前記負荷ユニット需要
はデータベースから読み出される所定の電力使用プロファイルから求められる、前記ステ
ップと、
　ｂ）請求項１から７のいずれか１項に記載の方法に従って、データ処理装置のプロセッ
サによって、前記発電能力、前記エネルギー貯蔵装置サイズ、及び、前記負荷ユニット需
要に依存して、停電確率を算出するステップと、
　ｃ）前記停電確率を目標信頼性閾値と比較するステップと、
　ｄ）前記停電確率が前記目標信頼性閾値よりも小さい場合、前記エネルギー貯蔵装置サ
イズを調節するステップと、
　ｅ）請求項１から７のいずれか１項に記載の方法に従って、前記データ処理装置の前記
プロセッサによって、前記調節されたエネルギー貯蔵装置サイズ、前記発電能力、及び、
前記負荷ユニット需要に依存して、新たな停電確率を算出するステップと、
　ｆ）前記新たな停電確率を前記目標信頼性閾値と比較するステップと、
　ｇ）前記新たな停電確率が前記目標信頼性閾値以上になるまで、前記ステップｄ）から
ｆ）を繰り返すステップと、
を含む前記方法。
【請求項１０】
　ある期間の間、発電施設（４）とエネルギー貯蔵装置（８）とを使用して少なくとも１
つの負荷ユニット（６）に電力を分配する、特にスマート・グリッドである電力供給網（
２）の停電確率を求めるデータ処理装置（１０）であって、該データ処理装置（１０）は
、
　前記期間を数個の時間間隔に分割する処理と、
　前記期間の間、前記発電施設（４）の発電能力と前記エネルギー貯蔵装置（８）のエネ
ルギー貯蔵装置サイズとを求める処理と、
　時間間隔毎の前記負荷ユニット（６）の負荷ユニット需要から、それぞれ、時間間隔毎
の有効負荷ユニット需要を求める処理であって、時間間隔毎の前記負荷ユニット需要は、
データベースから読み出されるか、又は、電力メータを読み取ることによって得られ、前
記有効負荷ユニットは前記負荷ユニット（６）のピーク需要と平均需要との間にある値を
取る、前記処理と、
　前記発電能力、前記エネルギー貯蔵装置サイズ、及び、前記有効負荷ユニット需要を含
むグリッド・パラメータを用いて前記停電確率を算出する処理であって、前記グリッド・
パラメータの最大値が前記期間の全ての時間間隔について最適化される、前記処理と、
を行うプロセッサ（１２）を備えている、前記データ処理装置。
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【請求項１１】
　前記発電能力は確率的な発電配分を含むことを特徴とする、請求項１０に記載のデータ
処理装置。
【請求項１２】
　前記発電能力はいくつかの個別の発電能力を含むことを特徴とする、請求項１０または
１１に記載のデータ処理装置。
【請求項１３】
　前記発電能力は、原子力発電設備、石炭発電設備、石油発電設備、ガス発電設備、太陽
光発電設備、水力発電設備、及び、風力発電設備のグループのうちの少なくとも１つの発
電設備を指していることを特徴とする、請求項１０から１２のいずれか１項に記載のデー
タ処理装置。
【請求項１４】
　前記エネルギー貯蔵装置サイズはいくつかの個別のエネルギー貯蔵装置サイズを含むこ
とを特徴とする、請求項１０から１３のいずれか１項に記載のデータ処理装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電力供給網の停電の確率を求める方法、発電能力を適応化する方法、及び、
エネルギー貯蔵装置のサイズを決定する方法に関する。また、本発明は、データ処理装置
にも関する。
【背景技術】
【０００２】
　電力供給網システムは、通常、燃料（すなわち、石炭、石油、ガス）ベースの発電設備
によって生産される電力を、風力、太陽光及びマイクロ水力発電から得られる種々のエネ
ルギー源と組み合わせている。燃料ベースの発電設備は、これらの種々のエネルギー源に
よるエネルギー生産の上昇及び下降と、変動する需要とに適合するために、生産規模を拡
大及び縮小する必要がある。
【０００３】
　変化する需要に対処するために、２つの基本的な方法が使用される。第１の方法として
、燃料ベースの発電設備を、その最大出力を下回るように運転して、必要な時に生産電力
量を迅速に増大できる（スピンニング・リザーブ（運転予備力））。第２の方法として、
補助の発電設備（例えば、燃焼ガス・タービンに基づくもの）を（僅か数分で）起動して
、生産能力を増大できる。これらの方法は、共に、多大な費用を要する。最大出力を下回
るように稼働するスピンニング・リザーブの設備は、通常、その最大効率を下回って発電
し、また、補助の発電設備における高価な発電装置は、大抵の時間、不使用状態のままで
ある。
【０００４】
　費用の問題は別として、既存の発電システムは、毎日の又は毎月の使用プロファイルに
よって事前に提供される確定的な需要の情報に基づいて電力を調整している。既存の発電
システムは、太陽電池及び風力タービンのような、電力供給網に接続された断続的なエネ
ルギー源から生じるリアルタイムの確率的なエネルギー源とエネルギー需要とに対応する
ようには設計されていない。
【０００５】
　電力供給網のエネルギー貯蔵は、電力供給網において電気を大規模に貯蔵するために用
いられる方法を意味する。電気エネルギーは、発電設備による生産が消費を超えている期
間中貯蔵され、貯蔵されたエネルギーは、消費が生産を超えると使用される。エネルギー
貯蔵は、２つの潜在的な利点を有している。第１の利点として、エネルギー貯蔵は、エネ
ルギー生産の効率を上げ、コストを下げることができる。エネルギー貯蔵によって、発生
させる電力のピークを低減でき、また、瞬間的な消費に適合するために発電設備の規模を
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急激に拡大及び縮小する必要がなくなる。これには、燃料ベースの発電設備を、より低い
電力生産レベルで、いっそう効率的にそして容易に運転できるという利点がある。第２の
利点として、エネルギー貯蔵によって、種々のエネルギー源とエネルギー需要の利用が容
易になる。エネルギー生産とエネルギー消費は、共に、時間の経過に伴ってランダムに変
化し得るが、電力供給網のオペレータは、貯蔵によって、エネルギー生産をエネルギー消
費に適応化できる。
【０００６】
　電力供給網におけるエネルギー貯蔵は、高い可能性があり、その使用も増えているが、
そのようなシステムを効率的にいかにして設計し、運転するかについては、まだ明確にな
っていない。１つの可能性のある設計手法は、常に需要に確実に適合するために、システ
ムの運転の前にエネルギー貯蔵のサイズ（規模）を設定することである。
【０００７】
　バッテリのサイジングの既知の方法は、具体的な需要要求を求めることと、指定期間の
間その負荷に電力を供給できるバッテリ・サイズを選択することと、から成る。ＡＮＳＩ
／ＩＥＥＥ４８５は、この種の電池サイジングについての業界基準である。また、ＡＮＳ
Ｉ／ＩＥＥＥ１１１５は、据え付け用ニッケル・カドミウム・バッテリのサイジングに関
するＩＥＥＥ推奨手法であり、ニッケル・カドミウム・バッテリについての等価サイジン
グ情報を提供している。両方法は、確定的な需要デューティ・サイクルを前提として、デ
ューティ・サイクルの最も高い区間に基づいてバッテリのサイズを設定する。これは、最
悪のデューティ・サイクルのピーク負荷が平均値よりかなり高くて確率的なエネルギー源
及び／又は需要に適用できない場合に、保守的な設計をもたらす。
【０００８】
　確率的なエネルギー源についてのバッテリ・サイジング技術に言及する研究論文がいく
つかある。
【０００９】
　第１の論文として挙げる、Ｐ．Ａｒｕｎ氏、Ｒ．Ｂａｎｅｒｊｅｅ氏、及び、Ｓ．Ｂａ
ｎｄｙｏｐａｄｈｙａｙ氏による、アドバンス・イン・エネルギ・リサーチ（Ａｄｖａｎ
ｃｅｓ　ｉｎ　Ｅｎｅｒｇｙ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ）（ＡＥＲ２００６）、「Ｓｉｚｉｎｇ
　Ｃｕｒｖｅ　ｆｏｒ　Ｄｅｓｉｇｎ　ｏｆ　Ｉｓｏｌａｔｅｄ　Ｐｏｗｅｒ　Ｓｙｓｔ
ｅｍｓ（個々の電力システムの設計のためのサイジング曲線）」には、エネルギー貯蔵を
備えた光起電力システムについての設計空間手法が提案されており、この設計空間は、シ
ステムが適切に稼働するために、全ての実行可能な発電及び貯蔵サイズで構成されている
。
【００１０】
　第２の論文として挙げる、Ａ．Ｒｏｙ氏、Ｓ．Ｋｅｄａｒｅ氏、及び、Ｓ．Ｂａｎｄｙ
ｏｐａｄｈａｙ氏による、ケミカル・エンジニアリング・トランザクション（Ｃｈｅｍｉ
ｃａｌ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ　Ｔｒａｎｓａｃｔｉｏｎｓ）、第１８巻（２００９）
、「Ｄｅｓｉｇｎ　ｏｆ　Ｗｉｎｄ　Ｐｏｗｅｒ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　ｓｙｓｔｅｍ
ｓ　ｆｏｒ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｉｎｃｏｒｐｏｒａｔｉ
ｎｇ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｕｎｃｅｒｔａｉｎｔｙ（リソースの不確実性を組み込む産業
用途の風力発電システムの設計）」では、設計段階において信頼性目標を用いて風力リソ
ースの不確実性を組み込むことによって風力バッテリ・システムをサイジングして最適化
するための設計空間技法を提案することで、第１の論文の開示事項を発展させている。
【００１１】
　これらの文献に記載された方法には、次のような制限がある。第１に、両者とも需要の
事前認識を前提としている。第２に、第２の論文は、風力発電がワイブル分布に従うこと
を前提にしており、この方法は、その分布についてのみ機能する。
【発明の概要】
【００１２】
　本発明の目的は、電力供給網の規模を定め、電力供給網を制御するための改良型技術を
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提供することである。
【００１３】
　この目的は、独立請求項１に記載の方法、独立請求項８に記載の方法、独立請求項９に
記載の方法、及び、独立請求項１０に記載のデータ処理装置によって達成される。また、
本発明の有利な実施形態は、従属請求項の主題となっている。
【００１４】
　一態様によれば、本発明は、ある期間の間、発電施設とエネルギー貯蔵装置とを使用し
て少なくとも１つの負荷ユニットに電力を分配する、特にスマート・グリッドである電力
供給網の停電確率を求める方法であって、該方法は、データ処理装置のプロセッサによっ
て実行される、上記期間を数個の時間間隔に分割するステップと、上記期間の間、発電施
設の発電能力と、エネルギー貯蔵装置のエネルギー貯蔵装置サイズとを求めるステップと
、時間間隔毎の負荷ユニットの負荷ユニット需要から、それぞれ、時間間隔毎の有効負荷
ユニット需要を求めるステップであって、時間間隔毎の負荷ユニット需要は、データベー
スから読み出されるか、又は、電力メータを読み取ることによって得られ、有効負荷ユニ
ットは負荷ユニットのピーク需要と平均需要との間にある値を取る上記ステップと、発電
能力、エネルギー貯蔵装置サイズ、及び、有効負荷ユニット需要を含むグリッド・パラメ
ータを用いて停電確率を算出するステップであって、グリッド・パラメータの最大値が上
記期間の全ての時間間隔について最適化される上記ステップと、を含む方法を提供する。
【００１５】
　他の態様によれば、本発明は、特にスマート・グリッドである電力供給網の発電能力を
適応化する方法であって、ａ）発電能力、エネルギー貯蔵装置サイズ、及び、負荷ユニッ
ト需要を求めるステップであって、発電能力、及び／又は、エネルギー装置サイズ、及び
／又は、負荷ユニット需要は、データベースから読み出されるか、又は、電力メータを読
み取ることによって得られる上記ステップと、ｂ）データ処理装置のプロセッサによって
、発電能力、エネルギー貯蔵装置サイズ、及び、負荷ユニット需要に依存して、停電確率
を算出するステップと、ｃ）停電確率を目標信頼性閾値と比較するステップと、ｄ）停電
確率が目標信頼性閾値よりも小さい場合、発電能力を調節するステップと、ｅ）データ処
理装置のプロセッサによって、調節された発電能力、エネルギー貯蔵装置サイズ、及び、
負荷ユニット需要に依存して、新たな停電確率を算出するステップと、ｆ）新たな停電確
率を目標信頼性閾値と比較するステップと、ｇ）新たな停電確率が目標信頼性閾値以上に
なるまで、上記ステップｄ）からｆ）を繰り返すステップと、を含む方法を提供する。
【００１６】
　更に他の態様によれば、本発明は、発電施設と負荷ユニットとを含む、特にスマート・
グリッドである電力供給網のためのエネルギー貯蔵装置サイズを求める方法であって、ａ
）発電能力と負荷ユニット需要とを求めるステップであって、負荷ユニット需要はデータ
ベースから読み出される所定の電力使用プロファイルから算定される上記ステップと、ｂ
）データ処理装置のプロセッサによって、発電能力、エネルギー貯蔵装置サイズ、及び、
負荷ユニット需要に依存して、停電確率を算出するステップと、ｃ）停電確率を目標信頼
性閾値と比較するステップと、ｄ）停電確率が目標信頼性閾値よりも小さい場合、エネル
ギー貯蔵装置サイズを調節するステップと、ｅ）データ処理装置のプロセッサによって、
調節されたエネルギー貯蔵装置サイズ、発電能力、及び、負荷ユニット需要に依存して、
新たな停電確率を算出するステップと、ｆ）新たな停電確率を目標信頼性閾値と比較する
ステップと、ｇ）新たな停電確率が目標信頼性閾値以上になるまで、上記ステップｄ）か
らｆ）を繰り返すステップと、を含む方法を提供する。
【００１７】
　更に他の態様によれば、本発明は、ある期間の間、発電施設とエネルギー貯蔵装置とを
使用して少なくとも１つの負荷ユニットに電力を分配する、特にスマート・グリッドであ
る電力供給網の停電確率を求めるデータ処理装置であって、該データ処理装置は、上記期
間を数個の時間間隔に分割する処理と、上記期間の間、発電施設の発電能力とエネルギー
貯蔵装置についてのエネルギー貯蔵装置サイズとを求める処理と、時間間隔毎の負荷ユニ
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ットの負荷ユニット需要から、それぞれ、時間間隔毎の有効負荷ユニット需要を求める処
理であって、時間間隔毎の負荷ユニット需要は、データベースから読み出されるか、又は
、電力メータを読み取ることによって得られ、有効負荷ユニットは負荷ユニットのピーク
需要と平均需要との間にある値を取る上記処理と、発電能力、エネルギー貯蔵装置サイズ
、及び、有効負荷ユニット需要を含むグリッド・パラメータを用いて停電確率を算出する
処理であって、グリッド・パラメータの最大値が上記期間の全ての時間間隔について最適
化される上記処理と、を行うプロセッサを備えているデータ処理装置を提供する。
【００１８】
　この電力供給網は、ある発電能力を備えた発電施設と、例えばバッテリであるエネルギ
ー貯蔵装置と、例えば住宅である、電気エネルギーの需要を有する負荷ユニットとを含む
。発電能力は負荷ユニットの需要に適合する必要がある。負荷ユニットの需要が発電能力
より少なければ、残りのエネルギーがエネルギー貯蔵装置に貯蔵される。負荷ユニット需
要が発電能力を超えると、エネルギー貯蔵装置は、空状態でない場合、負荷ユニットの需
要に供する追加の発電能力を提供する。負荷ユニット需要が発電能力を超え、かつ、エネ
ルギー貯蔵装置に電気エネルギーがない場合に、停電が起きる。
【００１９】
　本方法は、停電確率の算出についての確率論的フレームワークに基づいている。これは
、電気通信システムにおける確率的なソースによって与えられるデータ・バッファに大偏
差解析を適用する通信トラヒック理論に使用される有効帯域幅のコンセプトに由来する。
本方法は、エネルギー貯蔵装置サイズを「逆」データ・バッファとして設計でき、データ
・ソースを負荷ユニット需要にマッピングし、そのソースに供するバッファ伝送容量を、
その需要を満たす発電能力にマッピングするという考えに基づいている。
【００２０】
　有効負荷ユニット需要は、ある期間の時間間隔毎の負荷ユニット需要から算定される。
グリッド・パラメータは、発電能力、エネルギー貯蔵装置サイズ、及び、有効負荷ユニッ
ト需要に依存する。このグリッド・パラメータの最大値が、上記期間の全ての時間間隔に
ついて最適化される。グリッド・パラメータが最適化されるので、発電能力及び／又は負
荷ユニット需要の特定の配分を推定する必要がない。停電確率が、このグリッド・パラメ
ータから算出される。
【００２１】
　状況によっては、発電能力を適応化することによって、変動する負荷ユニット需要に対
処することが必要になるかもしれない。発電能力と、エネルギー貯蔵装置サイズと、負荷
ユニットの需要との所与の一組についての停電確率が目標信頼性閾値より小さい場合、発
電能力を調節して、例えば増大して、停電を回避する必要がある。負荷ユニットの需要は
、メータによって測定されたリアルタイムの需要として提供されることが望ましい。これ
によって、電力供給網のオペレータは、迅速に発電能力を調節して、需要に適合したと見
なすことが可能になる。発電能力の調節とそれに対応する停電確率の比較とを繰り返すこ
とによって、停電確率が目標信頼性閾値以上であることを保証する新たな発電能力を求め
ることができる。好ましい態様において、発電能力の調節には、対応する停電確率が目標
信頼性閾値よりも大きい場合に、能力を低減することが含まれる。これによって、目標信
頼性閾値に等しい停電確率に関する最小停電能力を求めることができる。
【００２２】
　更に、新たな電力供給網の計画段階において、又は、既存の電力供給網のアップグレー
ドにおいて、エネルギー貯蔵装置のサイズは、予想される負荷ユニット需要と発電能力と
に基づいて求めることができる。この負荷ユニット需要は所定の電力使用プロファイルか
ら提供され、このプロファイルは将来有効であると見なされる。エネルギー貯蔵装置サイ
ズのいくつかの値について停電確率を算出し、その確率を目標信頼性閾値と比較すること
によって、目下の電力供給網にとって十分なエネルギー貯蔵装置サイズが求められる。
【００２３】
　上述の各々の方法は、データベースに接続されたデータ処理装置によって実行できる。
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好ましくは、データ処理装置のプロセッサが上述の各々の方法の各ステップを実行する。
【００２４】
　好ましい態様において、負荷ユニット需要は、時間間隔毎にいくつかの負荷ユニット需
要配分を含んでおり、有効負荷ユニット需要を求めることには、各々の負荷ユニット需要
配分から、時間間隔毎の有効負荷ユニット需要配分を求めることが含まれ、時間間隔毎の
負荷ユニット需要配分がデータベースから読み出され、いくつかの負荷ユニット需要配電
を集約した多重パラメータが求められ、グリッド・パラメータは、多重パラメータを含み
、かつ、グリッド・パラメータの最小値が、データ処理装置のプロセッサによって多重パ
ラメータについて更に最適化される。この多重パラメータは、電力供給網におけるいくつ
かの負荷ユニットの総需要に関するものである。
【００２５】
　他の態様によれば、負荷ユニット需要配分は確率的な配分である。従来技術とは対照的
に、負荷ユニット需要配分の具体的な形態は想定されない。その代わり、任意の確率的な
配分を用いて停電確率を求める。これによって、需要配分の非常に大きな柔軟性が提供さ
れる。例えば、負荷ユニット需要配分は、住宅、オフィス・ビル、公共建物、及び／又は
、産業設備の実際の需要を指す場合もある。
【００２６】
　更に他の好ましい態様において、負荷ユニット需要配分が所定の電力使用プロファイル
として提供される。この所定の電力使用プロファイルは、例えば一定の期間にわたって求
められる。既知のプロファイルを用いて、停電確率が、将来の同様の状況について求めら
れる。例えば、ある地区のいくつかの住宅の需要配分が、冬の期間にわたって測定される
。各住宅の需要が冬の期間中同じになると仮定すると、停電確率は、次の冬について、そ
の地区に更なる住宅が建てられた場合について求めることができる。
【００２７】
　更なる態様において、電力使用プロファイルは、毎日、毎週、毎月又は毎年の電力使用
に関するものである。
【００２８】
　本発明の更に他の態様において、負荷ユニット需要配分は、電力メータによってリアル
タイムに測定されてデータベースに提供される測定値として提供される。需要配分をリア
ルタイムで測定することによって、電気エネルギーの供給における潜在的な問題を特定で
きる。停電確率が大きくなり過ぎて、信頼できるエネルギー供給が行えないことを示す場
合、電力供給網のオペレータは、例えば、発電能力を増大することによって対処できる。
好ましくは、各々の負荷ユニット需要配分が、それぞれの負荷ユニットに関連付けられた
電力メータによって提供される。
【００２９】
　好ましい態様において、測定値は、各々の負荷ユニットにおいて、又は、エネルギー貯
蔵装置において測定される。
【００３０】
　他の好ましい態様において、発電能力は確率的な発電配分を含む。これによって、例え
ば太陽電池又は風力タービンのような断続的なエネルギー源の発電能力を考慮に入れるこ
とができる。
【００３１】
　他の態様によれば、発電能力はいくつかの個別の発電能力を含む。電力供給網に接続さ
れたいくつかの電力設備によるエネルギー供給を検討できる。
【００３２】
　更なる好ましい態様において、発電能力は、原子力発電設備、石炭発電設備、石油発電
設備、ガス発電設備、太陽光発電設備、水力発電設備、及び、風力発電設備のグループの
うちの少なくとも１つの発電設備を指している。
【００３３】
　更に他の態様によれば、エネルギー貯蔵装置サイズはいくつかの個別のエネルギー貯蔵
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装置サイズを含む。電力供給網のサイズ、及び／又は、具体的な地域の状況に依存して、
エネルギー貯蔵装置は、１つの（大きな）装置として、又は、いくつかの（より小さな）
装置として備えることができる。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
　以下、本発明を、添付図面の以下の図において、限定としてではなく単なる例として、
更に詳しく説明するが、図においては同様の要素を同じ参照番号で示している。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】本発明の一実施形態による電力供給網の概略図である。
【図２】本発明の一実施形態によるデータ処理装置の概略図である。
【図３】本発明の一実施形態による停電の確率を算定する方法のステップを例示するフロ
ーチャートである。
【００３６】
　発電施設ＰＧＦ４が、エネルギー貯蔵装置ＥＳＵ８として働くバッテリを用いて、住宅
や産業施設のようないくつかの負荷ユニットＬＵ６に電力を分配する、具体的にはスマー
ト・グリッドである電力供給網２について検討する。ＬＵ６は、ＰＧＦ４が適合する必要
のある電力需要を生じさせる。ＬＵ６の総需要が発電能力を下回る場合、残りのエネルギ
ーはＥＳＵ８に貯蔵される。総需要が発電能力を上回ると、ＥＳＵ８は、空状態でない場
合、ＬＵ６の超過需要に供する追加の発電能力を提供する。需要が発電能力を上回り、か
つ、ＥＳＵ８にエネルギーが残されていない場合に、全てのＬＵ６において停電が起きる
。
【００３７】
　プロセッサ１２（図２）を備えたデータ処理装置１０を設けて、ＬＵ６の個数Ｎと、Ｅ
ＳＵ８の貯蔵サイズＢと、ＰＧＦ４の発電能力Ｃとに基づいて、停電の確率を求める。
【００３８】
　プロセッサ１２は、図３のフローチャートを参照して以下に説明する各ステップを実行
する。
【００３９】
　先ず、ＥＳＵ８が期間Ｔ中にＬＵ６の需要配分を検討し、期間Ｔが、ステップ２０にお
いて、各々が継続期間ｔを有する、Ｔ／ｔ個のより短い時間間隔に分割される。ステップ
２２で、各々の時間間隔
【数１】

の期間中、各々のＬＵ　ｊの需要

【数２】

が求められる。ＬＵ６の需要配分は、（例えば、毎日の電力使用プロファイルとして）事
前に提供されるか、あるいは、スマート・グリッド電力メータ技術、例えばメータを用い
て、リアルタイムに測定される。ＬＵ６の需要が測定される場合、ＬＵ６の需要は、ＬＵ
６によって測定されてＥＳＵ８に提供できるか、あるいは、ＥＳＵ８で測定できる。
【００４０】
　次に、ステップ２４において、期間Ｔの間、停電確率Ｐ（ｏｕｔａｇｅ）が、Ｎ個の需
要Ｉｊと、ＥＳＵ８のサイズＢと、発電能力Ｃとの関数として、次の等式に基づいて算出
される。
【数３】
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　等式（１）内の指数－Ｉは、次の最適化問題を解くことによって算出される。
【数４】

ここで、
【数５】

【００４１】
　通信ネットワークにおける有効帯域幅の概念と同様に、等式（３）内の数量ａｊ（ｓ，
ｔ）は、各々のＬＵ　ｊの「有効需要」と見なすことができる。有効需要は、ＬＵ　ｊの
ピーク需要と平均需要との間の値を取る。有効需要は、次の等式を用いて算出できる。

【数６】

【００４２】
　等式（２）によって定義された最適化問題は、２つの個別の最適化問題を解くことによ
って解かれる。
【００４３】
　先ず、固定のｔについて、Ｊ（ｓ，ｔ）を最小化するｓの値ｓ＊が、以下のように求め
られる。

【数７】

【００４４】
　次に、ｊ＊（ｔ）を最大化するｔの値ｔ＊が、以下のように求められる。
【数８】

【００４５】
　等式（５）と（６）の両方は、パラメータｓ及びｔのスペース（領域）を探索する数値
手法、例えば全数列挙法（ｂｒｕｔｅ　ｆｏｒｃｅ　ｅｎｕｍｅｒａｔｉｏｎ）を用いて
解くことができる。パラメータｓ及びｔは、次の物理的解釈を有する。パラメータｔ*は
、ＥＳＵ８が空状態になり停電が起きるまでの最も可能性が高い継続期間を表す。パラメ
ータｓは、Ｎ個のＬＵ６の需要が多重化されて、エネルギー貯蔵装置８のエネルギーを枯
渇させる総需要を創出する状況に対応する。
【００４６】
　停電確率を求める方法を用いて、（スマート）電力供給網の２つの基本的な設計及び制
御の問題、すなわち、発電能力のリアルタイムな適応化とエネルギー貯蔵装置のサイジン
グとの問題に取り組むことができる。
【００４７】
　上述のステップが、Ｂ、Ｃ及び期間Ｔの異なる値について繰り返されて、Ｐ（ｏｕｔａ
ｇｅ）のいくつかの値が得られる。このステップの出力は、システム設計空間、すなわち
、これらの数量間の関係を数値化してリアルタイムでの発電の制御、又は、ＥＳＵ８のサ
イジングを支援する１組のグラフである。
【００４８】
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　上述の方法の適用例は、次の通りである。
【００４９】
ａ）リアルタイムの発電の適応化
　ＰＧＦ４における発電能力Ｃを、ＥＳＵ８のサイズＢとＬＵ６の需要Ｉｊのリアルタイ
ム測定値とに基づいて、どのようにして調節すべきかを決定することができる。
【００５０】
　電力システム２が所定のエネルギー貯蔵装置サイズＢで稼働し、Ｎ個のＬＵの需要がス
マート・メータ技術によってリアルタイムに提供されると仮定する。需要が各々の期間Ｔ
の間測定されて、Ｐ（ｏｕｔａｇｅ）の値が上述のステップに基づいて求められる。Ｐ（
ｏｕｔａｇｅ）が目標信頼性閾値を下回ると、発電能力Ｃが調節されて、例えば増大され
て、新たな停電確率が算出される。その新たなＰ（ｏｕｔａｇｅ）が目標信頼性閾値と比
較され、必要に応じて、発電能力が再び調節される。これらのステップは、新たな停電確
率が目標信頼性閾値以上になるまで繰り返される。更なる改良において、発電能力を調節
して、例えば低減して、目標信頼性閾値に実際に等しい新たな停電確率を求めることがで
きる。その結果、需要に適合し、かつ、目標信頼性閾値を保証するための、発電能力Ｃに
おける最小限の増大量が求められる。
【００５１】
ｂ）ＥＳＵサイジング
　あるＰＧＦ４発電能力とＬＵ６需要が与えられた場合、停電確率を保証するために、（
スマート）電力供給網について、どのようなＥＳＵ８サイズを選択すべきかを決定できる
。
【００５２】
　ＥＳＵ８は、共用貯蔵をサポートして、ピーク発生電力と、対応するコストとを低減す
るために、電力供給網に付加される。異なる期間Ｔの所定の需要プロファイル、例えば毎
日、毎週、毎月又は毎年のプロファイルを用いて、所望のバッファ・オーバーフロー確率
をもたらす全てのＢ及びＣのペアを算出できる。このようにして、どのようなサイズＢが
当面のシステムに対して最も費用効果が高いかについて、根拠のある決定を下すことがで
きる。
【００５３】
　ＥＳＵのサイズが決定された後、バッテリのサイズＢを、そのバッテリが動作すること
を期待できるエイジング（経時変化）及び温度に依存して、増大すべきである。例えば、
バッテリはその容量の８０％で使用に適さないため、通常、１.２５の係数を適用する。
更に、温度係数は、バッテリ製造業者の仕様書によって提供されるテーブルから容易に決
定できる。
【００５４】
　以上、現時点で本発明の好ましい実施形態であると考えられるものを例示して説明した
が、当業者であれば、本発明の真の範囲から逸脱することなく、様々なその他の変更を行
い、均等物と置き換えられることを理解できるであろう。更に、ここに説明した中核を成
す創意に満ちたコンセプトから逸脱することなく、多くの変更を行うことによって、特定
の状況を本発明の開示事項に適応化できる。また、本発明の実施形態は、上述の特徴の全
てを含んでいないかもしれない。したがって、本発明は、ここに開示した特定の実施形態
には限定されず、添付の特許請求の範囲内にある全ての実施形態を含むことを意図してい
る。
【００５５】
　「～を備える（ｃｏｍｐｒｉｓｅ）」、「～を含む（ｉｎｃｌｕｄｅ）」、「～を組み
込む（ｉｎｃｏｒｐｏｒａｔｅ）」、「～を包含する（ｃｏｎｔａｉｎ）」、「～である
（ｉｓ）」、及び「～を有する（ｈａｖｅ）」といった表現は、本明細書の記載とそれに
関連する特許請求の範囲の記載とを解釈する際には、非排他的に解釈されるべきである。
単数形に言及しているものは、複数形に言及しているものとしても解釈すべきであり、そ
の逆も同様である。
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【００５６】
　当業者であれば、本発明の範囲から逸脱することなく、本明細書に開示された種々のパ
ラメータを変更でき、また、本明細書に開示された、及び／又は、特許請求の範囲に記載
された種々の実施形態を組み合わせられることを容易に理解できるであろう。
【００５７】
　したがって、本発明は、スマート・メータを装備した複数の住宅に供給する大きなエネ
ルギー貯蔵を備えた変電所レベルに適用できる。また、本発明は、複数の家電機器に供給
するより小さいエネルギー貯蔵を備えた住宅レベルにも適用できる。

【図１】

【図２】

【図３】
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